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                                     老 発 0 8 0 1 第 3 号 

                         平成 23 年８月１日 

   

都道府県知事 殿 

 

 

                     厚生労働省老健局長 

 

 

 

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた 

事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例 

に関する政令の施行について（介護保険関係） 

 

 

平成 22年６月に口蹄疫対策特別措置法（平成 22年法律第 44号。以下「口蹄疫特

措法」という。）が公布及び施行され、口蹄疫の発生により影響を受けた生産者に対

し、手当金等（口蹄疫特措法の施行の日から平成 24年３月 31日までの期間内に交付

される手当金等（家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166号）第 58条の規定による

手当金、口蹄疫特措法第６条第９項の規定による補てん金その他これらに類するもの

として政令で定める補助金又は給付金をいう。以下同じ。）が交付されることとなっ

た。 

手当金等の交付を受けた者に係る介護保険法（平成９年法律第 123 号）に規定する

高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の額の取扱いに

ついて、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事

態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政

令（平成 23年政令第 244 号。以下「口蹄疫特措政令」という。）が平成 23年７月 29

日公布され、平成 23年８月１日から施行することとされたところである。 

これらの趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町

村（特別区を含む。以下同じ。）をはじめ、関係者、関係団体等に対し、その周知徹

底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。 

 

 

記 

 

１．趣旨 

  手当金等の交付を受けた者に係る介護保険法の規定に基づく高額医療合算介護

サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費に係る医療合算算定基準額及び

70 歳以上医療合算算定基準額（以下「医療合算算定基準額等」という。）が増加す
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ることにより、介護に係る自己負担が増加することのないよう、以下の特例を設け

ることとする。 

  

２．口蹄疫特措政令の主な内容 

（１）医療合算算定基準額等の特例（第９条第１項及び第３項関係） 

介護保険の被保険者であって、平成 22 年６月４日から平成 24 年３月 31日ま

での間（以下「特例対象期間」という。）に手当金等の交付を受けたもの（そ

の者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。）のうち、

その交付を受けた日の属する年の翌年の８月１日から翌々年の７月 31日までの

間（以下「特例支給期間」という。）にある者（以下「口蹄疫特例措置対象介

護保険被保険者」という。）の医療合算算定基準額等については、以下のとお

りとする。 

① 特例支給期間の医療合算算定基準額等の額が、平成 22年８月１日から平成

23年７月 31日までの間の医療合算算定基準額等（以下「平成 22年度医療合

算算定基準額等」という。）を超える場合 平成 22年度医療合算算定基準額

等。すなわち、平成 22年度分の市町村民税課税状況又は平成 21年中の公的

年金等収入金額及び合計所得金額の合計額に基づく医療合算算定基準額等。 

② 特例支給期間の医療合算算定基準額等の額が、平成 22年度医療合算算定基

準額を超えない場合 特例支給期間の医療合算算定基準額等 

 （２）同一の月において要支援被保険者としての期間を有する場合等の取扱い（第

９条第２項及び第４項関係） 

① 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者である要介護被保険者が計算期間に

おける同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、

当該月に当該被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護

予防サービス費等は、居宅介護サービス費等として支給されるものとみなし

て、（１）の特例を適用する。（第９条第２項関係） 

② 口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者である居宅要支援被保険者が計算期

間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、

当該月に当該被保険者が受けた介護予防サービス等については、（１）の特

例は適用しない。（第９条第４項関係） 

 

３．その他 

（１）施行期日（附則第１条関係） 

この政令は、平成 23年８月１日から施行する。 

（２）介護保険法施行令の特例に関する経過措置（附則第 10条関係） 

２の特例については、基準日の属する月が平成 23年８月以後の場合における

医療合算算定基準額等について適用する。 
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平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手

当
金
等
に
つ
い
て
の
健
康
保
険
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行
令
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の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
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す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

š—



基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
等
で
あ
る

者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
前
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
三
項
及
び
第
九
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
前
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
三
項
及
び
第
九
項

基
準
日
に
お
い
て
次
条
第
二
項
に
規

定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
船
保

被
保
険
者
（
第
三
条
第
三
項
に
規
定

す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
共
済

組
合
員
及
び
第
五
条
第
二
項
に
規
定

す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済

組
合
員
を
除
く
。）で
あ
る
者
又
は
そ

の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
十

二
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
次
条
第
二
項
及
び
第
五
項

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
二
条
第

二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次

条
第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
第
三
条
第
三
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国

共
済
組
合
員
（
第
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
自
衛

官
等
を
除
く
。）で
あ
る
者
又
は
そ
の

被
扶
養
者
（
第
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
自
衛
官

等
の
被
扶
養
者
を
含
む
。）で
あ
る
者

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七

号
）
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第

一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第

三
条
第
三
項
及
び
第
六
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
三
条

第
三
項
及
び
第
六
項

基
準
日
に
お
い
て
第
四
条
第
二
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
自

衛
官
等
で
あ
る
者

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年

政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
第
十
七

条
の
六
の
五
第
一
項
及
び
第
十
七

条
の
六
の
六
第
一
項
並
び
に
第
四

条
第
二
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

並
び
に
第
三
条
第
三
項
及
び
第
六

項

基
準
日
に
お
い
て
第
五
条
第
二
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地

共
済
組
合
員
で
あ
る
者
又
は
そ
の
被

扶
養
者
で
あ
る
者

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百

五
十
二
号
）
第
二
十
三
条
の
三
の

七
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
第
五
条
第
二
項
及
び
第
五
項

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
五
条

第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
第
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
私

学
共
済
加
入
者
で
あ
る
者
又
は
そ
の

被
扶
養
者
で
あ
る
者

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二

十
五
号
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施

行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第

一
項
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

施
行
令
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行

令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）並
び
に
第
六
条
第
二
項
及
び

第
五
項

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
（
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
第
六
条
第
二
項
及
び
第
五
項

平成™š年�月™ 日 金曜日 (号外第˜�œ号)官 報
２

前
項
（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
、
第
三
項
第
二
号
、第
四
項
第
二
号
、

第
五
項
第
二
号
並
び
に
第
七
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号
ロ
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
、
第

二
号
ロ
及
び
第
三
号
ロ
に
係
る
部
分
を
除
く
。）の
規
定
は
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手

当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
「
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
」
と
い
う
。）に
係
る
高

額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た

日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
「
口
蹄
疫

特
例
措
置
対
象
健
保
被
保
険
者
」
と
い
う
。）に
係
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
三
項

及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
四
十
三

条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
四
号

中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る

の
は
、「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、

同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
額
と
す
る
。

４

前
項
（
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
四
項
並
び
に
第
四
十
三
条

の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。）の
規
定
は
、
基
準
日
（
同
令
第
四
十
三

条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
等（
同
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、

特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か

ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。）を
い
う
。
以
下
同
じ
。）で
あ
る
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者

で
あ
る
者
に
係
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
健
保
被
保
険
者
に
係
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
五
項
の
介
護
合
算
算
定

基
準
額
及
び
同
条
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第
五
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

政
令
第
二
百
四
十
四
号

平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め

の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）、
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）、
私
立
学
校

教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二

号
）、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）、国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
昭

和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）、
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
百
六
十
六
号
）、
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の

支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
特
例
）

第
一
条

健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
健
康
保
険
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用

療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
を
含
み
、
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
雇
特

例
被
保
険
者
（
次
項
に
お
い
て
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
」
と
い
う
。）を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
二
年
六
月
四

日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
特
例
対
象
期
間
」
と
い
う
。）に
平
成
二
十
二
年
四
月
以

降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
所

得
税
及
び
法
人
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手

当
金
等
（
以
下
「
手
当
金
等
」
と
い
う
。）の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の

八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。）に
係
る
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五

年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
並
び

に
同
令
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
四

十
二
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
が
、
そ

れ
ぞ
れ
、
同
令
第
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
四
号
中
「
療
養
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
療
養
の

あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）」と
あ
る
の
は
、「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読
み
替

え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第

七
項
並
び
に
同
令
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
額
と
す
る
。
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基
準
日
に
お
い
て
第
七
条
第
三
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国

保
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯

主
若
し
く
は
国
民
健
康
保
険
組
合
の

組
合
員
（
以
下
「
国
民
健
康
保
険
の

世
帯
主
等
」
と
い
う
。）で
あ
る
者
又

は
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等

と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
当
該
者
以

外
の
同
項
に
規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
国
保
被
保
険
者
で
あ
る
者

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和

三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二

号
）
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一

項
並
び
に
第
七
条
第
三
項
、
第
六

項
及
び
第
七
項

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
三
項
並
び
に
第

七
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七

項

基
準
日
（
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十

一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基

準
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附

則
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い

て
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
健
保
被
保

険
者
（
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
日
雇

特
例
被
保
険
者
、
次
条
第
三
項
に
規

定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
共

済
組
合
員
、
第
五
条
第
二
項
に
規
定

す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済

組
合
員
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定

す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
私
学
共

済
加
入
者
を
除
く
。）で
あ
る
者
又
は

そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
前
条
第
三
項
及
び
第
七
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
前
条
第
三
項
及
び
第
七
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
等
で
あ
る

者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
前
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及
び

同
条
第
九
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
前
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及
び

同
条
第
九
項

基
準
日
に
お
い
て
次
条
第
三
項
に
規

定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
共

済
組
合
員
（
第
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
自
衛
官

等
を
除
く
。）で
あ
る
者
又
は
そ
の
被

扶
養
者
（
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
自
衛
官
等

の
被
扶
養
者
を
含
む
。）で
あ
る
者

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
条
第

三
項
及
び
第
六
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
次
条
第

三
項
及
び
第
六
項

基
準
日
に
お
い
て
第
四
条
第
二
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
自

衛
官
等
で
あ
る
者

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の

五
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
六
の

六
第
一
項
並
び
に
第
四
条
第
二
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

並
び
に
次
条
第
三
項
及
び
第
六
項
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口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
健
保
被
保
険
者
に
係
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
七
項
の
介
護
合
算
算
定

基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
八
条
第
四
項
及
び
第
七
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

７

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
健
保
被
保
険
者
が
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計

算
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。）に
お
い
て
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
を

喪
失
し
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入

者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
同
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
日
の

前
日
（
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み

な
し
て
、
同
令
第
四
十
三
条
の
二
及
び
第
四
十
三
条
の
三
並
び
に
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

８

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
計
算
期
間
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た

者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
者
（
基
準
日
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
第

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。）に
係
る
高
額
介
護
合

算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

９

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
等
が
計
算
期
間
に
お
い
て
健
康
保
険
法
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
又
は
同
法
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
を
返
納

し
、
か
つ
、
当
該
承
認
を
受
け
た
日
又
は
当
該
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
を
返
納
し
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い

て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高

額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
承
認
を
受
け
た
日
の
前
日
又
は
当

該
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
を
返
納
し
た
日
の
前
日
（
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
項
及
び
前
項
の
規

定
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
特
例
）

第
二
条

船
員
保
険
の
被
保
険
者
（
船
員
保
険
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用

療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
。）で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等

の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。）に
係
る
船
員
保
険
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
の
高
額

療
養
費
算
定
基
準
額
並
び
に
同
令
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
つ

い
て
は
、
同
令
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る

額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
令
第
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
四
号
中
「
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
療

養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）」と
あ
る
の
は
、「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読

み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及

び
第
七
項
並
び
に
同
令
第
十
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
額
と
す
る
。

２

船
員
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た

日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
「
口
蹄
疫

特
例
措
置
対
象
船
保
被
保
険
者
」
と
い
う
。）に
係
る
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の

規
定
を
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額

が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
四
号
中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は
、「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お

け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
額
と
す
る
。

３

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
船
保
被
保
険
者
に
係
る
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
四
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額

及
び
同
条
第
五
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。
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基
準
日
に
お
い
て
第
五
条
第
二
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地

共
済
組
合
員
で
あ
る
者
又
は
そ
の
被

扶
養
者
で
あ
る
者

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
五
条

第
二
項
及
び
第
五
項

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
五
条

第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
第
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
私

学
共
済
加
入
者
で
あ
る
者
又
は
そ
の

被
扶
養
者
で
あ
る
者

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
（
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
第
六
条
第
二
項
及
び
第
五
項

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
（
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
第
六
条
第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の

世
帯
主
等
で
あ
る
者
又
は
当
該
国
民

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世

帯
に
属
す
る
当
該
者
以
外
の
第
七
条

第
三
項
に
規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措

置
対
象
国
保
被
保
険
者
で
あ
る
者

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
一
項
並
び
に
第

七
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七

項

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
三
項
並
び
に
第

七
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七

項

基
準
日
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四

条
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
口
蹄

疫
特
例
措
置
対
象
健
保
被
保
険
者

（
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
日
雇
特
例

被
保
険
者
、
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象

国
共
済
組
合
員
、
第
五
条
第
二
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地

共
済
組
合
員
及
び
第
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
私

学
共
済
加
入
者
を
除
く
。）で
あ
る
者

又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
第
一
条
第
三
項
及
び
第
七
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
第
一
条
第
三
項
及
び
第
七
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
等
で
あ
る

者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
第
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及

び
同
条
第
九
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
第
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及

び
同
条
第
九
項

平成™š年�月™ 日 金曜日 (号外第˜�œ号)官 報
４

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
船
保
被
保
険
者
に
係
る
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
六
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額

に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
八
条
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技

術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

５

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
船
保
被
保
険
者
が
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。）に
お
い
て
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
を
喪
失
し

た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
同
令
第
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合

に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
日
の
前
日
（
当
該
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
同
令

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
並
び
に
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
特
例
）

第
三
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
（
同
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
を
含

む
。）で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌

年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。）に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施

行
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
並
び
に
同
令
第
十
一

条
の
三
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
一
条

の
三
の
五
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る

金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
三
号
中
「
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。）

の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）」と

あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中「
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
三
項
第
四
号
」

と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処

す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第

二
百
四
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第

三
項
第
四
号
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
第
一

項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
並
び
に
同
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
金

額
と
す
る
。

２

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
が
次
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
者
に
対
し
て
行
っ
た
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
高
額
療

養
費
の
支
給
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
給
付
と
み
な
す
。

３

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の
交

付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
「
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
共
済
組
合
員
」
と
い
う
。）に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
七
十

歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り

定
め
る
金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
、
同
条
第
二
項
第

四
号
中
「
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お

い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
健
康
保
険

法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
四
号
）
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お

け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
金
額
と
す
る
。

４

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
共
済
組
合
員
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
五

項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
条
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
介
護
合
算

算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に

つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、

財
務
省
令
で
定
め
る
。

šš



基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
船
保
被
保
険
者
（
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
国
共
済
組
合
員
及
び
第
五

条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
地
共
済
組
合
員
を
除
く
。）

で
あ
る
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ

る
者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
二
条
第

一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
前

条
第
二
項
及
び
第
五
項

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
二
条
第

二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
前

条
第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
次
条
第
二
項
に
規

定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
自
衛

官
等
で
あ
る
者

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の

五
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
六
の

六
第
一
項
並
び
に
次
条
第
二
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

並
び
に
前
項
及
び
第
六
項

基
準
日
に
お
い
て
第
五
条
第
二
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地

共
済
組
合
員
で
あ
る
者
又
は
そ
の
被

扶
養
者
で
あ
る
者

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
五
条

第
二
項
及
び
第
五
項

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
五
条

第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
第
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
私

学
共
済
加
入
者
で
あ
る
者
又
は
そ
の

被
扶
養
者
で
あ
る
者

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
（
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
第
六
条
第
二
項
及
び
第
五
項

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
（
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
第
六
条
第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の

世
帯
主
等
で
あ
る
者
又
は
当
該
国
民

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世

帯
に
属
す
る
当
該
者
以
外
の
第
七
条

第
三
項
に
規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措

置
対
象
国
保
被
保
険
者
で
あ
る
者

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
一
項
並
び
に
第

七
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七

項

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
三
項
並
び
に
第

七
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七

項

平成™š年�月™ 日 金曜日 (号外第˜�œ号)官 報
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口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
共
済
組
合
員
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
七

項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
八
条
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

６

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
共
済
組
合
員
が
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。）に
お
い
て
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、

か
つ
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三

項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
同
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の

四
第
一
項
の
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
日
の
前
日
（
当
該
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
財
務
省
令
で
定
め
る
日
）
を

基
準
日
と
み
な
し
て
、
同
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
及
び
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
並
び
に
前
二
項
の
規
定
を
適

用
す
る
。

７

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
が
次
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
者
に
対
し
て
行
っ
た
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
高

額
療
養
費
若
し
く
は
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
は
、
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
国

家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
給
付
と
み
な
す
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
特
例
）

第
四
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
（
防
衛
省
の
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養

費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
。）で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当

金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。）に
係
る
同
令
第
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額

並
び
に
同
令
第
十
七
条
の
六
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
つ
い
て

は
、
同
令
第
十
七
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
並
び
に
同
令
第
十
七
条
の
六
の
三

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
令
第
十
七
条

の
六
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。）の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
療

養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）」と
あ
る
の
は
、「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読

み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
項
及
び
同
条
第
三
項
並
び
に

同
令
第
十
七
条
の
六
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
金
額
と
す
る
。

２

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
特
例
対

象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々

年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
「
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
自
衛
官
等
」
と
い
う
。）に
係
る

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の
四
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
七
条
の
六
の
五
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
が
、
同
条
第
一
項
第
三
号

中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年

度
）」と
あ
る
の
は
、「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
を
超
え

る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
金
額
と
す
る
。

３

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
自
衛
官
等
に
係
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の
四

第
三
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
七
条
の
六
の
五
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の
例
に
準
じ
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
特
例
）

第
五
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
（
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
を
含

む
。）で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌

年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。）に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
並
び
に
同
令
第

二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第

二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
各
号
の
規
定
に

よ
り
定
め
る
金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
第
三
号
中
「
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活

療
養
を
除
く
。）の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

前
年
度
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第

三
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ

た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二

十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
健
康
保
険
法
施
行
令

第
四
十
二
条
第
三
項
第
四
号
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
を
超
え
る
と
き

は
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
並
び
に
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
各
号
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
金
額
と
す
る
。

２

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
基
づ
く
共
済
組
合
の
組
合
員
で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の

交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
「
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済
組
合
員
」
と
い
う
。）に
係
る
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
七

十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り

定
め
る
金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定

š›



基
準
日
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
六

条
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
口
蹄

疫
特
例
措
置
対
象
健
保
被
保
険
者

（
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
日
雇
特
例

被
保
険
者
、
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象

国
共
済
組
合
員
、
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
地
共
済
組
合
員
及
び
次
条
第
二

項
に
規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対

象
私
学
共
済
加
入
者
を
除
く
。）で
あ

る
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
第
一
条
第
三
項
及
び
第
七
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
第
一
条
第
三
項
及
び
第
七
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
等
で
あ
る

者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
第
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及

び
同
条
第
九
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
第
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及

び
同
条
第
九
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
船
保
被
保
険
者
（
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
国
共
済
組
合
員
及
び
口
蹄

疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済
組
合
員
を

除
く
。）で
あ
る
者
又
は
そ
の
被
扶
養

者
で
あ
る
者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
二
条
第

一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第

二
条
第
二
項
及
び
第
五
項

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
二
条
第

二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第

二
条
第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
国
共
済
組
合
員
（
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
自
衛
官
等
を
除
く
。）で
あ

る
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
口
蹄
疫

特
例
措
置
対
象
自
衛
官
等
の
被
扶
養

者
を
含
む
。）で
あ
る
者

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
三
条

第
三
項
及
び
第
六
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
三
条

第
三
項
及
び
第
六
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
自
衛
官
等
で
あ
る
者

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の

五
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
六
の

六
第
一
項
並
び
に
前
条
第
二
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

並
び
に
第
三
条
第
三
項
及
び
第
六

項

基
準
日
に
お
い
て
次
条
第
二
項
に
規

定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
私
学

共
済
加
入
者
で
あ
る
者
又
は
そ
の
被

扶
養
者
で
あ
る
者

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
（
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
次
条
第
二
項
及
び
第
五
項

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
（
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
次
条
第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の

世
帯
主
等
で
あ
る
者
又
は
当
該
国
民

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世

帯
に
属
す
る
当
該
者
以
外
の
第
七
条

第
三
項
に
規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措

置
対
象
国
保
被
保
険
者
で
あ
る
者

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
一
項
並
び
に
第

七
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七

項

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
三
項
並
び
に
第

七
条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七

項
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に
よ
り
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
、
同
条
第
二
項
第

四
号
中
「
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お

い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
健
康
保
険

法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
四
号
）
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お

け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
金
額
と
す
る
。

３

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済
組
合
員
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
五

項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
条
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
十

三
条
の
三
の
七
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
介
護
合
算
算

定
基
準
額
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ

い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、

総
務
省
令
で
定
め
る
。

４

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済
組
合
員
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
七

項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
第
八
条
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

５

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済
組
合
員
が
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。）に
お
い
て
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、

か
つ
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三

項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
八

第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
日
の
前
日
（
当
該
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基

準
日
と
み
な
し
て
、同
令
第
二
十
三
条
の
三
の
六
及
び
第
二
十
三
条
の
三
の
七
並
び
に
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
特
例
）

第
六
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
（
同
法
第
二
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養

費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
。）で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当

金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。）に
係
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
七
条
に
お
い
て
「
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組
合

法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
並

び
に
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
か
ら
第
五

項
ま
で
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
準
用

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
三
号
中
「
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除

く
。）の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、前
年
度
）」

と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二
条
第
三
項
第
四

号
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に

対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政

令
第
二
百
四
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
二

条
第
三
項
第
四
号
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
並
び
に
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項

各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
金
額
と
す
る
。
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基
準
日
（
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の

二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準

日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則

第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
健
保
被
保
険

者
（
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
日
雇
特

例
被
保
険
者
、
口
蹄
疫
特
例
措
置
対

象
国
共
済
組
合
員
、
口
蹄
疫
特
例
措

置
対
象
地
共
済
組
合
員
及
び
口
蹄
疫

特
例
措
置
対
象
私
学
共
済
加
入
者
を

除
く
。）で
あ
る
者
又
は
そ
の
被
扶
養

者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
第
一
条
第
三
項
及
び
第
七
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
第
一
条
第
三
項
及
び
第
七
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
等
で
あ
る

者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
第
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及

び
同
条
第
九
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
第
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及

び
同
条
第
九
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
船
保
被
保
険
者
（
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
国
共
済
組
合
員
及
び
口
蹄

疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済
組
合
員
を

除
く
。）で
あ
る
者
又
は
そ
の
被
扶
養

者
で
あ
る
者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
二
条
第

一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第

二
条
第
二
項
及
び
第
五
項

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
二
条
第

二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第

二
条
第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
国
共
済
組
合
員
（
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
自
衛
官
等
を
除
く
。）で
あ

る
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
口
蹄
疫

特
例
措
置
対
象
自
衛
官
等
の
被
扶
養

者
を
含
む
。）で
あ
る
者

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
三
条

第
三
項
及
び
第
六
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
三
条

第
三
項
及
び
第
六
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
自
衛
官
等
で
あ
る
者

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の

五
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
六
の

六
第
一
項
並
び
に
第
四
条
第
二
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

並
び
に
第
三
条
第
三
項
及
び
第
六

項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
地
共
済
組
合
員
で
あ
る
者
又
は

そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
前
条
第

二
項
及
び
第
五
項

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
前
条
第

二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の

世
帯
主
等
で
あ
る
者
又
は
当
該
国
民

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世

帯
に
属
す
る
当
該
者
以
外
の
次
条
第

三
項
に
規
定
す
る
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
国
保
被
保
険
者
で
あ
る
者

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
一
項
並
び
に
次

条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
三
項
並
び
に
次

条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
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口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
私
学
共
済
加
入
者
に
係
る
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の

二
第
五
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
条
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
準
用

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
当

該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

４

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
私
学
共
済
加
入
者
に
係
る
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の

二
第
七
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の

三
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に

第
八
条
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
。

５

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
私
学
共
済
加
入
者
が
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。）に
お
い
て
そ
の
資
格
を
喪

失
し
、
か
つ
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七

条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
準
用
国
家
公
務
員
共

済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
四
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療

養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
日
の
前
日
（
当
該
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施

行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
四
項
を
除
く
。）及
び
第
十
一
条
の
三
の
六

の
三
（
第
四
項
を
除
く
。）並
び
に
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
特
例
）

第
七
条

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付

を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。）に
係

る
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
七

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
、
同
項
中「
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年（
当

該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、前
々
年
）」と
あ
る
の
は「
平

成
二
十
一
年
」
と
、「
そ
の
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年

度
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
額
と
す
る
。

２

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外

併
用
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
を
含
む
。）で
あ
っ
て
、
特
例
対

象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世

帯
の
世
帯
主
若
し
く
は
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
又
は
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
手
当
金
等
の
交
付
を
受

け
た
も
の
を
含
む
。）の
う
ち
、
そ
の
交
付
（
当
該
世
帯
主
若
し
く
は
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
又
は
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
手
当
金
等
の
交
付
を
含
む
。）を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年

２

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に

手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交
付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
「
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
私
学
共
済
加
入
者
」
と
い
う
。）に
係
る
準

用
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
二
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
七
十
歳

以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一

項
及
び
第
二
項（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
の
八
月
一
日
か
ら
そ
の
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な

し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
、

同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年

四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い

て
の
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
四
号
）
第
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
第
四
号
」
と
読
み
替

え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
金
額
と
す
る
。
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基
準
日
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令

第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
基
準
日
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
附
則
第
八
条
に
お
い

て
同
じ
。）に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措

置
対
象
健
保
被
保
険
者
（
口
蹄
疫
特

例
措
置
対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
、

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
共
済
組
合

員
、
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済

組
合
員
及
び
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象

私
学
共
済
加
入
者
を
除
く
。）で
あ
る

者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
第
一
条
第
三
項
及
び
第
七
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
第
一
条
第
三
項
及
び
第
七
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
等
で
あ
る

者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
第
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及

び
同
条
第
九
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
第
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及

び
同
条
第
九
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
船
保
被
保
険
者
（
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
国
共
済
組
合
員
及
び
口
蹄

疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済
組
合
員
を

除
く
。）で
あ
る
者
又
は
そ
の
被
扶
養

者
で
あ
る
者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
二
条
第

一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第

二
条
第
二
項
及
び
第
五
項

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
二
条
第

二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第

二
条
第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
国
共
済
組
合
員
（
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
自
衛
官
等
を
除
く
。）で
あ

る
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
口
蹄
疫

特
例
措
置
対
象
自
衛
官
等
の
被
扶
養

者
を
含
む
。）で
あ
る
者

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
三
条

第
三
項
及
び
第
六
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
三
条

第
三
項
及
び
第
六
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
自
衛
官
等
で
あ
る
者

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の

五
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
六
の

六
第
一
項
並
び
に
第
四
条
第
二
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

並
び
に
第
三
条
第
三
項
及
び
第
六

項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
地
共
済
組
合
員
で
あ
る
者
又
は

そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
五
条

第
二
項
及
び
第
五
項

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
五
条

第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
私
学
共
済
加
入
者
で
あ
る
者
又

は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
（
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
前
条
第
二
項
及
び
第
五
項

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
（
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
前
条
第
二
項
及
び
第
五
項
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の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま

で
、
第
七
項
及
び
第
八
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
並
び
に
同
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
第
三
項
、
第
四
項
（
同
条
第
十
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及

び
第
九
項
並
び
に
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
令
第
二
十
九
条
の

三
第
一
項
第
二
号
中
「
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の

場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
」
と
、同
項
第
三
号
及
び
同
条
第
四
項
第
四
号
中「
療

養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
当
該
療
養
の
あ
つ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
）」

と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
、
同
条
第
十
項
中
「
療
養
の
あ
つ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
療
養
の

あ
つ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
々
年
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
」
と
読
み
替
え

た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
、第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、

第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
同
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
額
と
す
る
。

３

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
手
当
金
等
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
若
し
く
は
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
又
は
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
を
含
む
。）の
う
ち
、
そ
の
交
付
（
当
該
世
帯
主
若
し

く
は
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
又
は
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
手
当
金
等
の
交
付
を
含
む
。）を
受
け

た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
「
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
保
被
保
険
者
」
と
い
う
。）に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条

の
四
の
二
第
一
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び

同
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準

額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
が
、そ
れ
ぞ
れ
、

同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る

年
の
前
年
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
」
と
、
同
項
第
三
号
及
び
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
基
準
日
の
属
す
る

年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準

日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年

度
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
八
月
一
日
か
ら
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す

る
年
の
前
年
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額

を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
額
と
す
る
。

４

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
保
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
五
項
の
介
護

合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
条
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
十
九
条
の
四

の
三
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
介
護
合
算
算
定
基
準
額

に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
。

５

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
保
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
七
項
の
介
護

合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
並
び
に
次
条
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

６

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
保
被
保
険
者
が
基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
法
第
六
条
各
号
（
第
九
号
及
び
第
十

号
を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
基
準
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な

る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
四

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
基
準
日
に
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
令
第
二
十
九
条
の

四
の
二
及
び
第
二
十
九
条
の
四
の
三
並
び
に
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

š�



基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
健
保
被
保
険
者
（
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
、
口

蹄
疫
特
例
措
置
対
象
国
共
済
組
合

員
、
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済

組
合
員
及
び
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象

私
学
共
済
加
入
者
を
除
く
。）で
あ
る

者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
第
一
条
第
三
項
及
び
第
七
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条

の
三
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並

び
に
第
一
条
第
三
項
及
び
第
七
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
日
雇
特
例
被
保
険
者
等
で
あ
る

者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
第
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及

び
同
条
第
九
項

健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
四
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令

第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
（
同
令

第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）並
び
に
第
一
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
及

び
同
条
第
九
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
船
保
被
保
険
者
（
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
国
共
済
組
合
員
及
び
口
蹄

疫
特
例
措
置
対
象
地
共
済
組
合
員
を

除
く
。）で
あ
る
者
又
は
そ
の
被
扶
養

者
で
あ
る
者

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
二
条
第

一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第

二
条
第
二
項
及
び
第
五
項

船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
二
条
第

二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第

二
条
第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
国
共
済
組
合
員
（
口
蹄
疫
特
例

措
置
対
象
自
衛
官
等
を
除
く
。）で
あ

る
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
口
蹄
疫

特
例
措
置
対
象
自
衛
官
等
の
被
扶
養

者
を
含
む
。）で
あ
る
者

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
三
条

第
三
項
及
び
第
六
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
三
条

第
三
項
及
び
第
六
項

平成™š年�月™ 日 金曜日 (号外第˜�œ号)官 報
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国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
が
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
計

算
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。）に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
な
く
な
り
、

か
つ
、
当
該
国
民
健
康
保
険
の
世
帯
主
等
で
な
く
な
っ
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
同

令
第
二
十
九
条
の
四
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
日
の
前
日
（
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）
を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
同
令
第
二
十
九
条
の
四
の
二
及
び
第
二
十
九
条
の
四

の
三
並
び
に
前
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
特
例
）

第
八
条

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
交

付
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
限
る
。）に

係
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
所
得
の
額
は
、
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
、
同
項
中
「
当
該
療
養
の
給
付
を

受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
前
々
年
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
」
と
、「
そ
の
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す

る
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

を
超
え
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
額
と
す
る
。

２

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
手
当
金
等
の

交
付
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
を

含
む
。）の
う
ち
、
そ
の
交
付
（
当
該
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
手
当
金
等
の
交
付
を
含
む
。）を
受
け
た
日
の

属
す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
口

蹄
疫
特
例
措
置
対
象
高
齢
被
保
険
者
」
と
い
う
。）に
係
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
四
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
並
び
に
同
令
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

療
養
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項

並
び
に
第
十
六
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
令
第
十
四
条
第
七
項
及
び
第
十
五
条

第
一
項
第
四
号
中
「
療
養
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
療
養
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
前
年
度
）」と
あ
る
の
は
、「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め

る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
項
か
ら
同
条
第
三
項
ま
で
及
び
同
条
第
五
項
並
び
に
同
令
第
十
六
条
第
一
項
各
号
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
額
と
す
る
。

３

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
高
齢
被
保
険
者
（
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
療
養
の
あ
っ
た
月

の
属
す
る
年
度
（
療
養
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も

の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て

同
じ
。）が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地

に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯

主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
平
成
二
十
二
年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
で
あ
る
場
合

に
限
る
。）に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
四
条
第
七
項
中
「
療
養
の
あ
っ
た
月

の
属
す
る
年
度
（
療
養
の
あ
っ
た
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）」と
あ
る
の
は
、「
平
成

二
十
二
年
度
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
高
齢
被
保
険
者
に
係
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第

一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
六
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
が
、
同
令
第
十
六
条
の
二
第
二
項
中「
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度（
第

十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
、

同
令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八

月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み

な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
額
と
す
る
。

５

基
準
日
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
高
齢
被
保
険
者
で
あ
る

者
（
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
同
令
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
そ
の
属

す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
同
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市

町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税

の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
場

合
を
除
き
、
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
同
令
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
平
成
二
十
二
年
度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課

さ
れ
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
六
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
十
六
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は
、「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読
み
替
え
て
、
同
条
第

二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

６

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
高
齢
被
保
険
者
に
係
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第

四
項
の
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
条
第
六
項
の
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十

六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
介
護
合
算
算
定
基

準
額
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
、
当
該
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て

は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
。

šŸ



基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
自
衛
官
等
で
あ
る
者

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の

五
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
六
の

六
第
一
項
並
び
に
第
四
条
第
二
項

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令

第
十
一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項

並
び
に
第
三
条
第
三
項
及
び
第
六

項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
地
共
済
組
合
員
で
あ
る
者
又
は

そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
五
条

第
二
項
及
び
第
五
項

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
五
条

第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
口
蹄
疫
特
例
措
置

対
象
私
学
共
済
加
入
者
で
あ
る
者
又

は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
三
第
一
項
（
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
第
六
条
第
二
項
及
び
第
五
項

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令

第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十

一
条
の
三
の
六
の
三
第
二
項
（
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
第

六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一

条
の
三
の
六
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び

に
第
六
条
第
二
項
及
び
第
五
項

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
の

世
帯
主
等
で
あ
る
者
又
は
当
該
国
民

健
康
保
険
の
世
帯
主
等
と
同
一
の
世

帯
に
属
す
る
当
該
者
以
外
の
口
蹄
疫

特
例
措
置
対
象
国
保
被
保
険
者
で
あ

る
者

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
一
項
並
び
に
前

条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十

九
条
の
四
の
三
第
三
項
並
び
に
前

条
第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項

平成™š年�月™ 日 金曜日 (号外第˜�œ号)官 報

４

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
介
護
保
険
被
保
険
者
が
計
算
期
間
に
お
け
る
同
一
の
月
に
お
い
て
介
護
保
険
法
第
四
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
と
し
て
の
期
間
を
有
す
る
場
合
は
、
当
該
口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
介
護
保

険
被
保
険
者
が
当
該
月
に
受
け
た
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

等
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
国
民
年
金
法
施
行
令
の
特
例
）

第
十
条

国
民
年
金
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
（
そ
の
所
得
が
生

じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
道
府
県
民
税
（
都
が

同
法
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
同
号
に
掲
げ
る
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
つ
き
、
平
成
二
十
二
年

四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い

て
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以

下
「
口
蹄
疫
道
府
県
民
税
等
特
例
法
」
と
い
う
。）第
一
条
第
一
項（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
同
じ
。）に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
国
民
年
金
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
三

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て

は
、
当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額
」
と
あ
る
の
は
、「
三

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
附
則
第

四

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
平
成
二
十
二
年
四

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額

月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
一

条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該

免
除
に
係
る
所
得
の
額
」
と
す
る
。

７

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
高
齢
被
保
険
者
が
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
計
算
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
計
算
期
間
」と
い
う
。）に
お
い
て
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、

か
つ
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
以
後
の
計
算
期
間
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
又
は
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
と
な
ら
な
い
場
合
そ
の
他
同
令
第
十
六
条
の
四
第
一
項

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
日
の
前
日
（
当
該
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
）

を
基
準
日
と
み
な
し
て
、
同
令
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
並
び
に
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
特
例
）

第
九
条

介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
特
例
対
象
期
間
に
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
（
手
当
金
等
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
手
当
金
等
の
交
付
を
受
け
た
も
の
を
含

む
。）の
う
ち
、
そ
の
交
付
（
当
該
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
に
係
る
手
当
金
等
の
交
付
を
含
む
。）を
受
け
た
日
の
属

す
る
年
の
翌
年
の
八
月
一
日
か
ら
翌
々
年
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
口
蹄

疫
特
例
措
置
対
象
介
護
保
険
被
保
険
者
」
と
い
う
。）に
係
る
介
護
保
険
法
施
行
令（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）

第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
医
療
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
条

第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
条
第
六
項
第
一
号
ハ
中
「
基
準
日
の
属
す

る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日

と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は「
平
成
二
十
二
年
度
」

と
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
の

前
年
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
」
と
、
同
号
ハ
中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に

よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
、
同
項
第
三
号
ハ
中
「
市
町
村
民

税
世
帯
非
課
税
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
市
町
村
民
税

世
帯
非
課
税
者
を
い
う
」
と
あ
る
の
は
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
そ
の
属
す

る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
平
成
二
十
二
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ

な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該

市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
」
と
、
同
号
ニ
中
「
基
準
日
の

属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基

準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二

年
度
」
と
、
同
条
第
七
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ニ
中
「
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基

準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
り
定
め
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、当
該
額
と
す
る
。

２

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
介
護
保
険
被
保
険
者
が
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
計
算
期
間
（
第
四
項
に
お
い
て
「
計
算
期
間
」
と
い
う
。）に
お
け
る
同
一
の
月
に
お
い
て
介
護
保
険
法
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
と
し
て
の
期
間
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
令
第
二
十
二
条
の
二
第
十
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

口
蹄
疫
特
例
措
置
対
象
介
護
保
険
被
保
険
者
に
係
る
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
（
同
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
の

三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
医
療
合
算
算
定
基
準
額
及
び
同
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
（
同
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十

二
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
第
一

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

š 
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（
国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
施
行
令
の
特
例
）

第
十
一
条

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則

第
三
十
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
十
二
条
に
お
い
て
「
旧
国
民
年
金
法
」

と
い
う
。）第
七
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
国
民
年
金
法
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

第
六
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
所
得
（
そ
の
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す

る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
口
蹄
疫
道
府
県
民
税
等
特
例
法
第

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
四
号
）
第
五

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
十
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令

（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
施
行
令
第
六
条
の
二
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
三

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
附
則
第
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額
」
と
あ
る
の
は
、「
三

当
該
年
度
分

三
の
二

当
該
年

の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除

度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ

に
係
る
所
得
の
額

た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に

規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額
」
と
す
る
。

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
特
例
）

第
十
四
条

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
九
条
第
二
項
各
号
並
び
に

第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
各
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
六
条
の
五
及
び
昭
和
六

十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
所
得
（
そ
の

所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
道
府
県
民

税
に
つ
き
、
口
蹄
疫
道
府
県
民
税
等
特
例
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二

百
七
号
）
第
五
条
第
二
項
（
同
令
第
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
特
別

児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令（
昭
和
六
十
年
政
令
第
三
百
二
十
三
号
）

附
則
第
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
八
条
第
三
項
及
び
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
二
項
中
「
五

前
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方

税
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額
」
と
あ
る
の

は
、「
五

前
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者

六

前
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄

に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額

疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の

臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額
」
と
す
る
。

（
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
特
例
）

第
十
二
条

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
九
条
及
び
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す

る
所
得
（
そ
の
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲

げ
る
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
口
蹄
疫
道
府
県
民
税
等
特
例
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
係
る

も
の
に
限
る
。）の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
三

当
該
年

度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該

免
除
に
係
る
所
得
の
額
」
と
あ
る
の
は
、「
三

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
附
則
第
六
条
第
一

四

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に

項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額

お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
個
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項

（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係

る
所
得
の
額
」
と
す
る
。

（
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
の
特
例
）

第
十
三
条

児
童
扶
養
手
当
法
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
所
得
（
そ
の
所

得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
道
府
県
民
税

に
つ
き
、
口
蹄
疫
道
府
県
民
税
等
特
例
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の

額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
四
百
五
号
）第
四
条
第
二
項（
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令

第
四
条
第
二
項
中
「
五

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ
き
、
地
方
税
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除

を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額
」
と
あ
る
の
は
、「
五

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ

六

当
該
年
度
分
の
道
府
県
民
税
に
つ

き
、
地
方
税
法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額

き
、
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め

の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法

律
第
四
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
た

者
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
除
に
係
る
所
得
の
額
」
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
二
十
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
高
額
療
養
費
算
定
基

準
額
及
び
健
康
保
険
法
施
行
令
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
並

び
に
同
令
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
同
令
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規

定
す
る
基
準
日
（
第
一
条
第
七
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。）の
属
す
る

月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
二
十
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
高
額
療
養
費
算
定
基

準
額
及
び
船
員
保
険
法
施
行
令
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
並
び
に

基
準
日
（
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場

合
に
お
け
る
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

第
三
条
の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
二
十
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
高
額
療
養
費
算
定
基

準
額
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
金
額
並
び
に
基
準
日
（
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。）の

属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

›—
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（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

第
四
条
の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
二
十
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
高
額
療
養
費
算
定
基

準
額
及
び
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
六
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
並
び
に
同
令
第
十
七
条
の
六
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
令
第

十
七
条
の
六
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場

合
に
お
け
る
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

第
五
条
の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
二
十
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
高
額
療
養
費
算
定
基

準
額
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
並
び
に
基
準
日
（
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含

む
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

第
六
条
の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
二
十
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
高
額
療
養
費
算
定
基

準
額
及
び
準
用
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
並
び
に
基
準
日
（
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含

む
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

第
七
条
の
規
定
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
二
十
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る

国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
額
の
算
定
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
月
以
後

の
場
合
に
お
け
る
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
及
び
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
療
養
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
並
び
に
基
準
日
（
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
基
準
日
と
み

な
さ
れ
る
日
を
含
む
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
介
護

合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

第
八
条
の
規
定
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
二
十
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
額
の
算
定
、
療
養
の

あ
っ
た
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
高
額
療
養
費
、
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
並
び
に
基
準
日

（
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
日
を
含
む
。）の
属
す
る
月
が
同
月
以
後
の
場
合
に
お

け
る
高
額
介
護
合
算
療
養
費
、
介
護
合
算
算
定
基
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
介
護
合
算
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

第
九
条
の
規
定
は
、
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
第
一
号
（
同
令
第
二
十
九
条
の
三
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
基
準
日
（
同
令
第
二
十
二
条
の
三
第
九
項
（
同
令
第
二
十
九
条

の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
当
該
基
準
日
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）の
属

す
る
月
が
平
成
二
十
三
年
八
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
医
療
合
算
算
定
基
準
額
及
び
七
十
歳
以
上
医
療
合
算
算
定
基

準
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
国
民
年
金
法
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条

第
十
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
以
後
の
国
民
年
金
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
の

四
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る

経
過
措
置
）

第
十
二
条

第
十
一
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
以
後
の
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
十

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
国
民
年
金
法
第
七
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
旧
国
民
年
金
法
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規

定
す
る
所
得
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条

第
十
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
以
後
の
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す

る
法
律
第
九
条
及
び
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
所
得
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条

第
十
三
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
以
後
の
児
童
扶
養
手
当
法
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十

二
条
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
所
得
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
五
条

第
十
四
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
以
後
の
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
六
条
か

ら
第
八
条
ま
で
、
第
九
条
第
二
項
各
号
並
び
に
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
各
号
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
同
法
第
二
十
六
条
の
五
及
び
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
所
得
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

総
務
大
臣

片
山

善
博

財
務
大
臣

野
田

佳
彦

文
部
科
学
大
臣

ˆ
木

義
明

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

防
衛
大
臣

北
澤

俊
美

›˜
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平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
健
康
保
険

法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
案

読

替

表

◎

第
九
条
第
一
項
関
係
（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
特
例
）
の
読
替
え

（
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

第
九
条
第
一
項
に
よ
る
読
替
後

現

行

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

第
二
十
二
条
の
三

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
二
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定
基
準

６

第
二
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
療
合
算
算
定
基
準
額

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

基
準
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

一

基
準
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

定
め
る
額

定
め
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
平
成
二
十
二
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る

ハ

市
町
村
民
税
非
課
税
者
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規

市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当

定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準

該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦

日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年

課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う

度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む

養
者
（
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
四
万
円

も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所

を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
被
用

者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三

十
四
万
円

二

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

二

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
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イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該

ロ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
に
つ
い
て
平
成
二
十
一
年
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条

被
保
険
者
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り

の
四
の
三
第
一
項
第
二
号

の
基
準
所
得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超

八
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し

え
る
場
合

百
二
十
六
万
円

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
の
前
年
）
の

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
九
条
の
四
の
三
第
一
項
第
二
号

の
基
準
所

得
額
を
合
算
し
た
額
が
六
百
万
円
を
超
え
る
場
合

百
二
十
六
万
円

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
、

ハ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
、

（1）

（1）

及
び

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

に
定
め
る
者
の
す
べ
て

及
び

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ

及
び

に
定
め
る
者
の
す
べ
て

（2）

（1）

（2）

（2）

（1）

（2）

に
つ
い
て
平
成
二
十
二
年
度
分
の
地
方
税
法

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が

に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八

課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村

月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場

民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
者
の
い
ず
れ
か
が
当
該
市
町
村
民
税
の

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税

賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
を

法

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
場
合
又
は
市
町
村
の
条
例
で

除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
国
保
世
帯
非
課
税
の
場
合
」
と
い
う
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
（
こ
れ
ら
の
者

）

三
十
四
万
円

の
い
ず
れ
か
が
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

の
施
行
地
に

住
所
を
有
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
国

保
世
帯
非
課
税
の
場
合
」
と
い
う
。
）

三
十
四
万
円

・

（
略
）

・

（
略
）

（1）

（2）

（1）

（2）

三

基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ニ

三

基
準
日
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ニ

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一

ハ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行

号
に
規
定
す
る
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令

令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
を
い
う
。
）

で
定
め
る
日
に
お
い
て
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
平

（
ニ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十
一
万
円

成
二
十
二
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者

（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た

者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行

地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
（
ニ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三
十

一
万
円
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ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯

員
が
平
成
二
十
二
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の

員
が
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一

規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
次
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ニ
に
お
い
て

日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に

同
じ
。
）
に
係
る
各
種
所
得
の
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の

施
行
令
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を
い
う

規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
次
項

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の

第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
各
種
所
得
の
金
額
（
高

金
額
（
同
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定

る
所
得
の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
な
い
者

十
九
万
円

す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
他
の
所

（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者

得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同
令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居

「
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い

宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三

て
同
じ
。
）
が
な
い
者

十
九
万
円
（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被

十
一
万
円
と
す
る
。
）

保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護

保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。
）

７

第
三
項
（
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
七
十
歳
以
上
医
療
合

７

第
三
項
（
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
七
十
歳
以
上
医
療
合

算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

算
算
定
基
準
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
日
被
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

基
準
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

一

基
準
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に

定
め
る
額

定
め
る
額

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
及
び
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省

ニ

被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
及
び
基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
の
す
べ
て
が
平
成
二
十
二

令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
者
の
す
べ
て
が
基
準
日
の
属

年
度
分
の
地
方
税
法

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
各
種
所
得
の
金
額

す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十

及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
被
用
者
保
険
被

一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基
準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

十
九
万
円
（

基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る
年
度
）
分
の
地
方
税
法

の
規
定
に
よ
る
市

計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
又
は
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の

町
村
民
税
に
係
る
各
種
所
得
の
金
額
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る

合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅

所
得
の
金
額
が
な
い
被
用
者
保
険
被
保
険
者
等
又
は
そ
の
被
扶
養
者
（
ロ
に
掲

サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十

げ
る
者
を
除
く
。
）

十
九
万
円
（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
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一
万
円
と
す
る
。
）

険
者
又
は
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保

険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等

を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。
）

二

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で

二

基
準
日
に
お
い
て
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
あ
る
者

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で

に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
、
前

ニ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
、
前

項
第
二
号
ハ

及
び

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

及
び

に

項
第
二
号
ハ

及
び

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

及
び

に

（1）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）

定
め
る
者
の
す
べ
て
に
つ
い
て
平
成
二
十
二
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ

定
め
る
者
の
す
べ
て
に
つ
い
て
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
第
九
項
の

る
市
町
村
民
税
に
係
る
各
種
所
得
金
額
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ

規
定
に
よ
り
前
年
八
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
を
基

る
所
得
の
金
額
が
な
い
場
合

十
九
万
円
（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準

準
日
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
日
と
み
な
し
た
日
の
属
す
る

日
被
保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が

年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
各
種
所
得
金
額
及

介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー

び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
場
合

十
九
万
円

ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。
）

（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被
保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者

の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
間
に
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三

十
一
万
円
と
す
る
。
）


